
合否判定の方法および基準（令和 7 年度法学部外国人留学生入学試験（前期）） 

 

 

１．合否判定の方法 

日本留学試験（日本語 450 点満点、総合科目 200 点満点）及び口頭試問 

（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ評価） 

 

２．合否判定の基準 

日本留学試験［日本語 320 点以上（450 点満点）、かつ総合科目 140 点以上 

（200 点満点）］及び口頭試問Ｃ評価以上 

 

 

 


